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【
受
給
要
件
】
 

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
ど
も

を
、
父
が
養
育
し
て
い
る
場
合
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
 

・
父
母
が
離
婚
し
て
い
る
子
ど
も
 

・
母
が
死
亡
し
て
い
る
子
ど
も
 

・
母
が
一
定
程
度
の
障
が
い
の
状
態
に

　
あ
る
子
ど
も
 

・
そ
の
他
、
母
が
子
ど
も
を
養
育
し
て

　
い
な
い
家
庭
の
子
ど
も
　
な
ど
 

※
子
ど
も
と
は
、
１８
歳
に
達
す
る
日
以

　
降
の
最
初
の
３
月
３１
日
ま
で
の
子
ど

　
も
、
ま
た
は
２０
歳
未
満
で
、
特
別
児

　
童
扶
養
手
当
２
級
以
上
に
該
当
す
る

　
程
度
の
障
が
い
に
あ
る
子
ど
も
。
 

【
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
】
 

①
ご
家
庭
の
状
況
等
を
把
握
す
る
必
要

　
が
あ
る
た
め
、
面
接
を
行
い
ま
す
。
 

※
事
前
に
お
電
話
等
で
面
接
日
時
の
予

　
約
を
お
取
り
く
だ
さ
い
。
 

　（
1
４
３
・
０
４
４
１
）
 

②
面
接
後
、
支
給
要
件
を
満
た
す
方
は
、

　
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し
て
い
た

　
だ
き
ま
す
。
 

 

　
倒
産
・
解
雇
な
ど
で
職
を
失
っ
た

方
（
非
自
発
的
失
業
者
）
が
安
心
し

て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
国
民

健
康
保
険
税
を
軽
減
す
る
制
度
が
新

設
さ
れ
ま
し
た
。
 

【
申
請
･
支
給
の
時
期
 
 

 に
つ
い
て
】
 

　
父
子
家
庭
は
、
平
成
 

２２
年
８
月
分
か
ら
手
当
 

の
受
給
対
象
に
な
り
ま
す
。
 

　
初
回
（
８
月
分
〜
１１
月
分
）
は
、
１２

月
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

■
平
成
２２
年
７
月
３１
日
以
前
に
受
給
要

　
件
に
該
当
し
て
い
る
方
 

　
平
成
２２
年
７
月
か
ら
面
接
を
受
け
付

　
け
ま
す
。
 

■
平
成
２２
年
８
月
１
日
以
降
に
支
給
要

　
件
に
該
当
さ
れ
る
方
 

　
該
当
後
、随
時
面
接
を
受
け
付
け
ま
す
。 

※
平
成
２２
年
１１
月
３０
日
ま
で
に
申
請
を

　
す
れ
ば
、
要
件
に
該
当
し
た
翌
月
分

　
の
手
当
か
ら
認
定
さ
れ
ま
す
。
 

※
１１
月
３０
日
を
過
ぎ
る
と
、
申
請
の
翌

　
月
分
か
ら
の
認
定
に
な
り
ま
す
の
で
、

　
お
早
め
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

【
そ
の
他
】
 

　
遺
族
年
金
な
ど
、
公
的
年
金
受
給
者

は
支
給
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
 

　
ま
た
、
所
得
が
一
定
額
を
超
え
る
場

合
は
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
（
社
庁
舎
）
 

　
1
４
３
・
０
４
０
８
 

対
象
者
 

　
次
の
す
べ
て
を
満
た
さ
れ
て
い
る
方
 

①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

②
平
成
２１
年
３
月
３１
日
以
降
の
離
職
で
あ
る

　
こ
と
 

③
離
職
時
点
で
６５
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
 

④
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
で
、
特
定
受
給
資

　
格
者（
離
職
理
由
コ
ー
ド
№
１１
･
１２
･
２１
･

　
２２
・
３１
・
３２
）
ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者

　（
離
職
理
由
コ
ー
ド
№
２３
･
３３
･
３４
）に
該

　
当
し
て
い
る
こ
と
 

⑤
該
当
者
の
保
険
税
額
算
定
の
基
準
と
な
る

　
年
の
給
与
所
得
が
あ
る
こ
と
 

軽
減
内
容
 

　
国
民
健
康
保
険
税
額
は
前
年
の
所
得
で
算

定
し
ま
す
が
、
非
自
発
的
失
業
者
の
方
に
つ

い
て
は
、
前
年
の
給
与
所
得
を
、
本
来
の
１

０
０
分
の
３０
と
み
な
し
て
算
定
し
ま
す
。
 

　
ま
た
、
高
額
療
養
費
な
ど
の
所
得
区
分
判

定
に
つ
い
て
も
、
非
自
発
的
失
業
者
の
方
の

給
与
所
得
を
、
本
来
の
１
０
０
分
の
３０
と
み

な
し
て
算
定
し
ま
す
。
 

 

軽
減
期
間
 

　
離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の

期
間
で
す
。
 

　
た
だ
し
、
制
度
開
始
前
の
１
年
以
内
（
平

成
２１
年
３
月
３１
日
以
降
）
に
離
職
さ
れ
た

方
は
、
平
成
２２
年
度
に
限
り
軽
減
さ
れ
ま

す
。
 

※
平
成
２１
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
は
軽

　
減
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

申
請
手
続
 

　
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」
「
印
鑑
」

を
ご
持
参
の
う
え
、
各
庁
舎
窓
口
セ
ン

タ
ー
ま
た
は
保
険
・
医
療
課
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。
 

そ
の
他
 

　
こ
の
軽
減
制
度
に
該
当
さ
れ
な
い
場
合

で
も
、
加
東
市
の
減
免
制
度
の
対
象
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
保
険
・

医
療
課
ま
た
は
税
務
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
市
民
安
全
部
保
険
･
医
療
課（
滝
野
庁
舎
） 

　
1
４
８
・
３
０
０
２
 

　
総
務
部
税
務
課
（
社
庁
舎
）
 

　
1
４
３
・
０
３
９
７
 

 

父
子
家
庭
の
方
に
も 

児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す 

非
自
発
的
失
業
者
へ
の 

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
制
度 


